
2.考古学的調査か ら見た仙台城二の丸地区の変遷

仙台城二の九地区の考古学的調査によって検出された遺構と、絵図などの記録との対比につ

いては、これまでも各報告の際に検討してきた。ここでは、これまでの調査成果全体を、まと

めて検討してみたい。

(1)文献記録等に見える二の丸地区の変遷

最初に、文献記録等に見える二の丸地区の変遷と、これまでの調査地点の時期区分との対応

関係を整理しておきたい。二の九地区の土地利用や建物配置に大きな変化をもたらしたと考え

られる事柄を年表風に抜き出せば、以下のようになる。

慶長 5年～慶長末年頃 (1600年～1614年頃)

伊達宗泰 (初代藩主伊達政宗の四男)の屋敷の造営

元和 2年 (1616年)    地震により本丸櫓・石垣崩壊

元和 6年 (1620年)    五郎入姫 (政宗の長女)の帰仙に伴う西屋敷の造営

寛永15年 (1638年)    二代藩主伊達忠宗による二の九の造営

寛文元年 (1661年)    五郎八姫死去、旧西屋敷は天麟院様元御屋敷と呼ばれるように

なる

元禄年間 (1688～ 1700年) 二の九改造、旧西屋敷の範囲に中奥が拡大

文化元年 (1804年)    落雷による火災のため二の九全焼 。再建

明治 2年 (1869年)    版籍奉還

明治 4年 (1871年)    廃藩置県

明治15年 (1882年)    火災による旧二の九建物群全焼

これら以外にも、地震などの天災による被害と、その復旧の記事があるが、二の九全体に影

響を及ぼすほどのものではないと思われるため、ここでは割愛した。

これまでの調査で、江戸時代を通じた変遷が明確になっているのは、第 5地点 (年報 6・ 7)

と第 9地点 (年報 8)の調査である。この両地点の、出土遺物の年代や土地利用の変化をもと

にした時期区分を、文献などで知られる二の九地区の変遷に対応させたのが、図43である。第

5地点 。第 9地点以外の調査地点でも、個々の遺構や、特定の部分については、大まかな時期

が明らかになっているものがあり、それらについては、必要に応じて触れていくこととする。

(2)二の九造営以前の遺構

二の九造営以前の遺構が発見されている調査地点としては、第 4地点 (年報 5)、 第 5地点

(年報 6・ 7)、 第 9地点 (年報 8)があ
'デ

られる。また、第 2地点 (年報 1)で も、二の九期
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の礎石建物跡の下層から、溝が 1条検出されているが、年代が限定できず、周辺でこの溝以外

の遺構が検出されていないため、詳細な検討は難しい。第 5地点については、年報 7において

検討したので、詳しくは取り上げず、最後に簡単に触れることとし、ここでは第 9地点の下層

遺構を中心に検討してみたい。第 9地点では、二の九造営時と考えられる大規模な整地層の下

から、 Ia期 ,Ib期・Ⅱ期の 3時期の遺構が発見されている (図44・ 45)。 まず、これらを検

討してみたい。

① 伊達宗泰の屋敷と第 9地点下層遺構の関係

寛永15年 (1638年)の二の九造営以前には、その場所には伊達政宗の四男である伊達宗泰の

屋敷が置かれていたことが、『東奥老士夜話』の中に見える。F東奥老士夜話』は、成立年代や

作者が不明の文献であるが、伊達政宗時代の仙台城や各種施設の造営の経過や由来などが、そ

の中に記されている。関係する部分を抜き出せば、以下の通りとなる。

御二の九御普請之事

一貞山様御代には。御本丸に被成御座候故。御二の九には。伊達三河守殿御やしき御座候義

山様御二の九御取立之刻。三河守殿廣間を御用被成。只今の御廣間は。則三河守殿廣間の由。

堀江偉七と申者物語承候。偉七は七十六七にて。十ヶ年已然病死仕候。

貞山様とは初代藩主伊達政宗、義山様とは二代藩主伊達忠宗、三河守とは伊達宗泰のことで

ある。堀江偉七なる人物は、二の九造営時の御作事方小役人に名が有り (坂田啓編1995)、 『東

奥老士夜話』のこの記述に関しては、事情を良く知る立場にあったとは言えるであろう。伊達

宗泰の屋敷については、それを描いた絵図は知られておらず、この記載が唯一の資料である。

伊達宗泰は、伊達政宗の四男として慶長 7年 (1602年)に伏見屋形にて誕生し、童名を愛松

丸と称した。翌慶長 8年 (1603年)に、玉造郡岩出山城主となる。元服は慶長19年 (1614年 )。

寛永15年 (1638年)に 37歳で死去している。

岩出山伊達氏家譜 (世臣家譜巻―)には、次のように記されている。

宗泰年甫二歳、慶長八年十一月賜玉造郡岩出山城、養子公室者有年、及長寛永三年在江戸邸、

列諸侯、以五万石之分、仕将軍幕下、後罷仕遠国列一門、仕当家、族譜日、幕府不賜采地、貞

山公請罷仕遠国、子孫列一門云

すなわち、寛永 3年 (1623年)以降、宗泰は江戸に常駐し、幕府の御用を勤め、大名参賀な

どにも列席している。知行地は賜っていないが、大名の資格で幕府に出仕し、取り扱いも大名

並となっていた。政宗としてはやがて来地を与えられ、正式の大名に取立られることを期待し

ていた (平重道編1974)① このあたりの事情は、寛永 6年 (1629年)3月 20日 の政宗の書状に、

宗泰が江戸詰めで召使われるため、幕府から客分の士に与える知行を賜るよう、内々に交渉し

ているが埒があかないとの記載があることからも伺える (平重道編1973)。
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図44 仙台城二の丸跡第 9地点 I期の遺構配置図
Fig.44 Distribution of features at卜 mp(phase I)llM9 i.e.Location 9 of Mコ omartr(he secOnd

citadel of Sendai Castle)
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図45 仙台城二の丸跡第 9地点Ⅱ期の遺構配置図
Fig.45 Distribution Of features at W19(phase Ⅱ)

さて、第 9地点で検出された遺構群を考えると、Ⅲ期の遺構は、後に詳述するが、元禄年間

の拡張以前の二の九の範囲内に入るため、二の九築造以前には宗泰の屋敷地であった可能性が

高い。そこでまず、Ⅲ期以前の Ia期・ Ib期・コ期の年代について検討したい。

Ia期 ・ Ib期 の遺構群を埋めている埋土や整地層出上の遺物は、 Ia期 を埋めるものには

織部が含まれず、 Ib期では織部が入るという違いがあり、後者の方が若千新しい様相を示す
が、いずれも17世紀初頭に限定される。これらの出土遺物の様相から、 Ia期の開始時期が、

慶長 5年 (1600年)の本丸築造開始から大きく下ることは考え難く、おおよそ同じ頃に、この

地区の屋敷の造営がなされたものと考えておきたい。Ц期の遺構は、寛永15年 (1638年)の二

の九造営に伴う大規模な整地層によって埋められており、その下限は確実である。この間の I

a期からIb期、 Ib期からⅡ期への移り変わりが、何時であったかについては、出土遺物か

ら限定することは困難である。次に詳述するが、隣接する第 4地点の状況を合わせて考えると、

Ib期の調査区北端で検出された16号溝は、北側に造られた西屋敷と宗泰の屋敷を区画する溝

と考えられることから、この溝が造られる以前の Ia期は、少なくとも元和 6年 (1620年)ま

では下らないと考えられる。しかし、これ以上、各期の年代を限定することは困難である。宗

泰が江戸に上がる寛永 3年以前に宗泰の屋敷があり、寛永 3年以降が口期に相当する可能性も
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図46 仙台城この丸跡第 4地点下層検出遺構
Fig.46 Disttibution Of features at NM4(earlier phase)N� 蟄 ie.Locaticyn 4

of州了nOmartx(the secOnd citadel of Sendai castle)

考えられるが確実ではなく、その辺 りの詳細な状況は不明とせざるを得ない。また、政宗が仙

台城本九の築造を開始した時期は、宗泰の生誕する前であり、もしその頃に施設が造られてい

た場合には、宗泰の屋敷以外の施設であったことを想定しなければならない。したがって、宗

泰の屋敷としてこの場所が使われていたとしても、 Ia期～Ⅱ期の全ての期間が、宗泰の屋敷

であつたとは限らない。しかしながら、宗泰の上記のような立場から、仙台城の近辺に屋敷が

あつた可能性は高 く、いずれかの時期に宗泰の屋敷として、第 9地点の遺構群が使用されてい

たものと推定される。したがって、以下では便宜的に、 I期 ・コ期の遺構群を、「伊達宗泰の

屋敷」と呼称する。

② 第 9地点と周辺の調査地点との関係
この第 9地点 I期・Ⅱ期の遺構を考えるにあたっては、隣接する第 4地点の調査成果が重要

である。隣接する第 4地点でも、二の九造営時と考えられる大規模な整地層の下から遺構が発

見されている (図 46)。 第 4地点の下層遺構としては、調査区南端に 8号溝があり、その北側

に7号溝・ 6号溝がほぼ平行して存在する。この 6号溝と7号溝を含む幅15m程の範囲は、浅

い堀状になっている。 2本の溝にはさまれた部分は、低湿な状況であったと推定され、 6'7
号溝は、浅い堀状の掘り込みの中で、〕F水を目的とした溝の可能性が考えられる。この浅い堀

状の部分と、その南側に平行する 8号溝との関係については、ちょうどこの部分が、明治時代

の石組溝によって壊されており、時期差があるのか、あるいは同時存在かは、直接は不明であ

る。年報 7では、同時存在として検討していたが、再検討の結果、時間差がある可能性が考え
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図47 仙台城二の丸跡第 9地点周辺のこの丸造営以前の遺構変遷模式図
Fig. 47 0udine of ttansition of features arotand M19 whi(れ are dated before 1638

られる。すなわち、二の丸造営時の整地がなされた段階で、 8号溝がほとんど埋まっているの

に対 して、浅い堀状の部分は、あまり埋まっていないことから、 8号溝から浅い堀状の部分

(6'7号溝)と いう前後関係が想定できる。また、位置関係から見て、第 9地点の16号溝が、

第 4地点の 8号溝に続くと考えられる。第 9地点の16号溝は、ある程度堆積が進んだ段階で、

7a層の整地がなされ、その上面にⅡ期の遺構が展開する。第 4地点 8号溝の埋土の最上層と

したものは、この 7a層に類似し、一連の整地層であると考えて差し支えない。従って、第 4

地点の浅い堀状の部分 (6・ 7号溝)は、第 9地点のⅡ期に相当すると考えられる。したがっ

て、第 9地点とその周辺の遺構の関係は、図47の ように整理できる。

Ia期 は、第 9地点で 7号建物跡が検出されているだけである。この 7号建物跡より北側の

様相は明確ではないが、次に述べるように、第 9地点より北側は、五郎人姫の西屋敷が置かれ

た範囲と考えられることから、これより北側に建物が展開する可能性は低いものと推定される。

宗泰の屋敷の中でも、端の方にあたるものであろう。

Ib期 は、前述のように、第 9地点の16号溝が第 4地点の 8号溝につながると考えられる。

この16号溝 (第 4地点 8号溝)の東側の推定位置には、本年報で報告した第10地点 lA区があ

る。この lA区では、工事で破壊される深さまでしか調査を行っていないため、二の九期以前

の遺構は検出されていない。しかし、東端の南壁際でごく小規模な深掘り調査を行っており、

二の九造営時の整地層の下から焼土が検出されている。これより下は調査をしていないため、

不明な点が多いが、16号溝がここでは検出されない可能性もある。しかし、16号溝自体が、両

岸とも直線的に伸びず、複雑に屈曲していることから、第10地点の lA区深掘り部分にはかかつ

てこないだけかも知れない。年報 7で検討したが、この16号溝、あるいは次のⅡ期の浅い堀状

ら荼
/ノ
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の部分は、北狽1の沢との位置関係から、西屋敷の南端にあたる位置に、おおよそ対応すると想

定される。そのため16号溝は、宗泰の屋敷の北側を区画する溝と考えられる。この Ib期の段

階が、元和 6年の西屋敷造営後になるかどうかは確実ではなく、北側に西屋敷が成立していた

かどうかは不明である。いずれにしても、宗泰の屋敷の北恨Jを画し、西屋敷が成立していれば、

それとの間を区画するものであったと考えられる。第 9地点では、16号溝の南側には、掘立柱

建物跡や掘立柱列が存在し、少なくとも4時期の変遷がとらえられる。これらの建物などの西

狽1には17号溝があり、建物に付随する施設の可能性もあるが、どの建物に伴うものであるかは

明らかではない。

Ⅱ期では、 Ib期 より北側にすこし位置を変えて、浅い堀状の施設が造られ、その底面に 6

号溝・ 7号溝が平行して造られる。このⅡ期は寛永15年の二の九造営時の整地で埋められてい

るため、この段階には北側に西屋敷が存在したことは確実であろう。したがつて、この浅い堀

状の施設は、宗泰の屋敷と西屋敷を区画する施設であると考えられる。堀状の部分の南側は、

整地が行われ、第 9地点ではその上面で、ピットや畝状の遺構が検出されている。 Ib期 とは、

この場所の使われ方が大きく変わっている。宗泰の屋敷全体で、このような状況であったかど

うかは判らない。また畝状の遺構は、その形態から、畑の跡と考えた。同様の遺構は、第 5地

点において、元禄年間の二の九改造時の大規模な整地の途中で検出されている。この第 5地点

の例も含めて、何故、このような場所で畑が作られるのか、うまく説明できない。あるいは畑

ではなく、別の性格であるのかも知れない。

図48には、これまでに二の九以前の遺構が検出されている各地点の調査区をまとめて、現地

形上に記入した。第 9地点 。第 4地点については、 Ib期の遺構である。第 5地点については、

五郎人夕臣の西屋敷時代に相当すると考えられる Ia期の様相を記入した。必ずしも、この両者

が同時に存在したかどうかは不明であるが、伊達宗泰の屋敷と西屋敷の関係を明確にするため

の便宜的なものである。西屋敷の範囲は、年報 7で検討した結果をもとに推定したものである。

③ 第 9地点 I期の建物跡

伊達宗泰の屋敷の範囲については、北側の西屋敷との境は判明したが、それ以外の範囲を検

討する材料がなく、どれくらいの広がりを持っていたのか、現状では不明である。しかし、第

9地点の Ia期 ・ Ib期 で検出された建物跡が、屋敷北側の境に、かなり近い部分であること

は間違いない。また、これらの建物跡は、いずれも掘立柱建物である。第 5地点で検出された

西屋敷の建物や、第 2地点の二の九中心部の建物跡は、いずれも礎石建物である。後に改めて

検討するが、江戸時代の初頭から幕末に至るまで、主要な建物は礎石建物であった可能性が高

い。したがって、第 9地点 Ia期・ Ib期 の建物跡は、宗泰の屋敷内でも中心的な施設ではな

く、周辺の付属的な建物であった可能性を考えておきたい。
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(3)二の丸期の遺構と絵図との対比

これまでの調査で発見された二の九期の遺構と、絵図に見える施設との対比については、年

報7において、それまでの調査結果に基づいて検討を加えた。ここで、あらためてその概要を

記すと以下の通りとなる。

第 5地点で発見された門跡は、二の九中奥北側の門に相当し、門跡の東側で検出された多量

の柱穴は、門から東に伸び、中奥北側を画する塀跡と、その脇に造られた「腰掛」に相当する。

門跡から北偵Jは、道路や「中奥馬場」を経て、二の九北側の堀に至る区域にあたる (付図 1参

照)。 この第 5地点発見の門跡を基準にして、第 2地点・第 3地点の検出遺構を再検討したと

ころ、第 2地点は「小広間」の西側の、「伺公之間」と「時斗之間」にはさまれた「御稼通」

に相当し、第 3地点は「元御書院」から、その南側の部分にあたると推定された (図 51)。 こ

れまでの調査で検出された二の九期の建物は、ほぼN-25度―Wの方向を示すことが判明して

おり、二の丸造営の基準がこの方向であると想定して、検討した結果である。以下の検討でも

同様に、N-25度―Wの地割りと考えて検討する。

① 二の九建物の 1間の寸法について

二の九を描いた絵図の中には、 1間ごとの方眼を描き、その上に建物などの施設を描いてい

るものがあり、これを利用すると、距離を算出することができる。その場合、 1間の長さが、

どれくらいであるかが問題となる。昭和20年 (1945年)7月 の仙台空襲まで残つていた大手門

では、戦前に実測が行われており、 1間三 6尺 5寸であった (佐藤巧1967)。 これまでの調査

では、 1間を6尺 5寸 と見た方が遺構と良く姑応するため、この寸法で検討してきた。しかし

ながら、 1間が 6尺 5寸あるいは 6尺 3寸のいずれかではないかとの見解もある (年報 1、 p.

132)。 実際、年報 7において、 1間 =6尺 5す と仮定して絵図と対比させた結果、幾分かの誤

差が出ている。そこで、年報 7で検討した、第 5地点と第 2地点の遺構間の距離と、絵図から

計算した距離との比較を、改めて行ってみたい。第 5地点の中奥北側の塀が門跡西端にあたる

位置 (図49点A)と 、第 2地点の「小広間」の周囲をめぐる廊下の西側の北端 (図49点 B)と

の間の距離を比較する。前回の検討では、 1間の寸法を6尺 5寸 (197cm)と した比較だけで

あったので、ここでは 6尺 3寸 (191cm)の 場合もあわせて比べてみたい。なお、実寸の計測

は、二の九の地割りがN-25度―Wであるとして、縮尺 1/500の 図上で計測したものである。

遺構間実寸 南北 2082m  東西 116.Orn

文化元年図 南北 109間  20819m  東西 63間 120.33m (1間 三 6尺 3寸 )

文化元年図 南北 109間  214.73m  東西 63間 124.1lm (1間 =6尺 5寸 )

享和三年図 南北 lo8.5間  207.235m 東西 64間 122.24m (1間 =6尺 3寸 )

享和三年図 南北 1085間  213.745m 東西 64間  126.08m (1間 =6尺 5寸 )
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1第 5地点 6号建物跡 (西屋敷期)

1間 =6尺 3寸
1間 =6尺 5寸

スケールの 1目盛は 1問

2.第 2地点 礎石建物 (二の九期)

仙台城二の丸地区検出礎石建物の柱間間隔

the building constructed on fomdaion stones fomd at心 Cnο口ar u

寸
寸

尺
尺

一一
〓間

図50

Fig tt Spaces of pillar.s of

6尺 5寸 と見た場合、最大で 5間 ほどの誤差がでる。 6尺 3寸では、最大で 3間ほどの誤差

でおさまる。特に文化元年図の場合、南北ではほとんど一致し、東西で 2間ほどの違いでおさ

まっている。これを見る限りでは、1間 を6尺 3寸 と考えた方が良く対応する。

一方、実際に調査で検出された遺構の柱間の寸法は、 1間 を6尺 5寸と考えた方が良く姑応

する。元和 6年 に造営された西屋敷の時期と考えられる、第 5地点 Ia期の 6号建物跡では、

西側桁行でH間分の礎石据え方が検出されている。図501こ示したように、 1間を6尺 3寸 とす

るとずれが大きくなりすぎ、 1間 =6尺 5寸であることはほぼ間違いない。ただし、この建物
は二の九造営以前の建物であるため、二の九期とは異なっている可能性も全くないとは言い切

れない。二の九期の建物跡では、塀や門跡は、柱間間隔が 1間 ごとでは無い場合が多く、検討

が難しい。また、掘立柱建物の場合、柱痕跡が明確でないと、正確な検討は困難である。その

ため、第 2地点で検出された礎石建物跡を検討したい。図50に示したが、6尺 3寸ではややず

れが有り、 6尺 5寸 とした方が良く対応する。しかし、両者の差は、 1間でわずか 6伽程度で

あり、限定された調査区内で検出された遺構群の位置関係だけで確定することは難しい。

このように、 6尺 3寸とした場合、絵図でのずれはほとんど無くなるが、実際の遺構の柱間

寸法とは、あまり合わなくなる。またこの場合、二の九造営以前と、二の九期では、柱間寸法
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が変化したと考えざるを得なくなる。一方、 6尺 5寸 と考えると、このような問題は無くなる

が、逆に絵図とのずれが大きくなる。絵図とのずれは、絵図に記載される際に、微妙なずれが

累積した結果と考えられる。現状では、どちらとも決定し難い。以下の検討では、両方の可能

性を考慮しながら進めていくこととするが、記述の煩雑さを避けるために、特に記さない場合

は、 1間を6尺 5寸 と想定した場合とし、 6尺 3寸 と仮定した場合にのみ、その旨記述する。

なお付図 1では、 1間三6尺 3寸にほぼなるように縮尺した図を使用したが、これは二の丸

が 6尺 3寸を 1間 としていたと断定したわけではない。絵図のずれが累積した結果と考えた場

合、遺構に合わせるために、どの部分でずらして行くべきかの判断が難しいためで、あくまで

便宜的な措置である。

また、方眼を描いた絵図の中では、宮城県立図書館所蔵の「文化元年御家造絵図写」 (1804

年)が、建物の柱配置や、部屋の中の施設まで、一番細かく描かれている。そのため、今後の

検討では、この文化元年図を基本的に使用し、必要に応じて、その他の絵図も使うこととする。

② 第司0地点検出遺構と絵図との対比
ここでは、前号の年報 8で報告した第 9地点と、本年報で報告した第10地点について検討す

る。順序は逆になるが、第 2地点に近い場所である第10地点について、まず検討し、次に第 9

地点について検討を加えることとする。

第 2・ 3地点の絵図との対比をもとに、文化元年図に第10地点 2・ 3・ 4区の位置を対応さ

せたのが、図51である。第10地点の 2区は、「御奉公衆御留置所」と「御奉公衆狭箱置所」の

前に東西にのびる2本の廊下に挟まれた部分と、その周辺にあたる。文化元年図では、この 2

本の平行する施設には名称が書かれていないが、「享和二年之御家作御絵図写」 (図49、 宮城県

立図書館所蔵)では、「廊下」と記されている。

第10地点 2区検出の石敷遺構は、 2本の廊下に挟まれた、建物のない露地の部分に、ほぼ位

置が相当する。ただし、この文化元年図では、 2本の廊下の間が、 2間半 (4.8～4.9m)であ

るのに対して、石敷遺構の南北の幅は5,7mで ほぼ 3間である。また、調査区東端で検出され

た底面に扁平な礫を据えた掘立柱柱穴であるピット2も 、2本の廊下の西側で交差する南北廊

下の柱の位置から、半間西にずれている。

次に、斉藤報恩会所蔵の「御二九御家作水抜御絵図」に対応させたのが図52である。この絵

図では、文化元年図とは微妙に間数が異なり、第 2地点と第 3地点の関係では、文化元年図の

方が良く対応する。第 2地点の位置を基準に合わせると、第10地点 2区は、先に見た文化元年

図とは、逆に東に半間ずれるところに姑応する。この絵図は、名称の通り、二の九内のつ

'水

関

係の溝などが描かれている。第10地点 2区に対応する部分では、 2本の廊下の中央に直交する

形で、溝が南北に走っており、これが 2区で検出された石組溝に姑応すると考えられる。溝の
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位置は、絵図の方が東に半間ずれている。絵図ではこの溝は、廊下にはさまれた露地の部分の

すぐ北側で、西側に斜めに分岐しているが、検出遺構では、そのような分岐は発見されていな

い。また、 2本の廊下に挟まれる露地の南北の長さは、 3間 となり、この点は、遺構の実態に

良く対応する。

文化元年図と水抜絵図ともに、細かな部分では異なる点も残るが、全体の位置関係としては、

良く姑応していると考えて良いであろう。文化元年図で建物の柱割付を見ると、必ずしも1間

の倍数ではなく、柱間が半間や 1間半などになる場合も多い。場所によっては、 3間半の距離

を4間 に割つているような場合もある。絵図と遺構との微妙なずれは、建て替えによって、位

置が若干ずれている場合も考え得るが、絵図に記載する際に、微妙に実際とのずれが生じてい

る可能性も考えられる。

3区の壁面で確認された遺構については、平面精査を行つていないので、検討は難しいが、

「小広間」の北東にある「御客之間」と「御次」の南側の部分に関わる遺構である可能性が、

位置関係からは考えられる。 4区で検出された溝状の遺構は、「中之間」の西裏手にある「腰

掛」に対応するが (図 51)、 これも遺構の様相がほとんど明らかでないため、確実ではない。

③ 第 9地点Ⅲ oⅣ・V期の遺構と絵図との対比

第 9地点では、Ⅲ・Ⅳ・V期の遺構が、二の九期のものと考えられる (図 53・ 54)。 この内

Ⅲ期は、Ⅳ期 ,V期とは土地利用のあり方が大きく変わるため、Ⅲ期が元禄年間の二の九改造

以前、Ⅳ期・V期 は元禄年間の改造以降にあたる可能性が高い。また、Ⅳ期とV期の境は、文

化元年 (1804年)の落雷による火災で、二の九が全焼し再建されたことに対応する可能性が考

えられる。

まずⅢ期の遺構群を、元禄年間の改造以降の状況を示すものではあるが、文化元年図を使い、

第 2地点の位置を基準に対応させると図55-1の ようになる。ただし、第10地点では、東西方

向で半間ほど遺構との対応がずれていたため、その分、西に半間ずらして対応させてみた。一

方、第 5地点の中奥の問を基準に対応させると図55-2の ようになる。図561ま 、 1間 =6尺 3

寸となるように縮尺したもので、第 2地点を基準に対比したものである。図55の 1と 2のずれ

は、前述のように、そもそも第 2地点の位置推定と、第 5地点の門跡の位置が、最大で10mほ

どずれることによる。

第 5地点を基準にした場合にはずれが大きいが、他の対比では、付帝施設部分で検出された

16号柱列が、二の九裏門である「台所門」の西側に南北に走る塀に、ほぼ東西の位置関係が対

応する。この16号柱列は、元禄年間の二の九改造以前の時期の可能性が高いⅢ期の遺構とした

が、Ⅳ期に下る可能性も残っている。第 9地点のⅢ期・Ⅳ期については、切り合い関係や出土

遺物から時期が確定できない遺構については、遺構の性格を基準に時期を分けた。Ⅳ期・V期



図51 仙台城二の丸跡第10地点と絵図との対比 (文化元年図)
F迫.51 1_ocation of m/12,mB andふ 山110 coresponding to a pitte map(1)
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図52 仙台城二の丸跡第10地点と絵図との対比 (水抜御絵図)
Fig.52 Location Of心曲磁,4/13 and NM10∞rresp∽ ding to a picture map(2)
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図53 仙台城二の丸跡第 9地点Ⅲ期の遺構配置図
Fig.53 Disdbution of feames at llM9(phase Ⅲ)

では、池や土坑が展開するため、時期の確定できない柱列は、便宜的にⅢ期にまとめた。16号

柱列も直接の切り合い等がなく、Ⅲ期に含めたが、Ⅳ期に下る可能性も残つている。そのため

16号柱列が、二の九拡張以降の塀に対応する可能性があるものと考えたい。ただし、16号柱列

は 3c層 に覆われており、V期 まで下ることは無い。また、絵図と実際が若干ずれている可能

性も考慮すると、16号柱列に位置が近い15号柱列なども、その可能性がある。また、16号柱列

より東側の区域は、16号柱列やその西側の南北方向の柱列などの、柱底面の深さまで現代の削

平がおよんでおり、この場所に同様の柱列が本来存在した可能性は否定できない。したがって、

「台所門」西側の南北方向の塀が、16号柱列より東側に存在した場合も考えられる。いずれに

せよ、16号柱列かそれに近い場所に、元禄年間以降の「台所門」西側の南北方向の塀が存在し

たものと想定しておきたい。

南北の位置関係を決めるための材料は少ないが、第 2地点を基準に合わせた場合には、「御

厩」を囲む塀が調査区内にかかってくる。一方、第5地点を基準に対応させた場合には、中奥

の建物の近くまで続く大きな池が調査区内に入ってくることとなる。いずれについても、姑応

するような遺構は、Ⅳ・V期には検出されていない。両者の中間という位置関係が、妥当な所

であろう。 6尺 3寸で対応させた場合、両者のほぼ中間に対応する位置になる。
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図65 仙台城二の丸跡第9地点と確図とめ対比臼)
Fig.55 Location of ttyЮ  cOrrewonding to a picttlre ttp(1)



図56 仙台城二の丸跡第 9地点と絵図との対比¢)
Fig.56 Lo倒 面on of blM9 cottesponding to a plcme map(2)

一方、元禄年間の改造以前の状況を示す絵図は少なく、この区域が描かれているのは「肯山

公造成木写之略図」だけである (図 57)。 元禄年間頃の絵図と考えられているが、二の九中奥

が元の西屋敷の範囲まで拡大される前の状態を描いている。この絵図を使つて、台所門の西側

に南北にのびる塀 (図58の塀A)を南側にのばし、東西の位置関係を見ると、「小広間」西側

の基準点としたB点から、東に14間 の位置になる。すなわち、先の文化元年図で見たよりも、

2間西側にこの塀がある。また、この南北方向の塀からは、枡形状に2本の塀がのびている。

北側を塀 B、 南側を塀 Cと すると、塀Bが南におれるところは、点Bから東に7間、塀 Cが北

に折れるところは、点Bか ら東に 8間 にあたる (図55-1)。 したがって、調査区東恨Jの、 9

号柱列から15号柱列にいたる範囲の、南北方向の柱列が、絵図に見える塀Aに対応する可能性

が高い。その場合、 3号建物跡は控柱を有する塀か、あるいは塀に取り付 く、細長い建物にな

るものと考えられる。これらの西側で検出された 5～ 8・ 10号柱列、 7・ 8号溝は、塀 Bと 塀

Cか らなる、枡形状の施設を構成する塀になる可能性が考えられる。 7・ 8号溝は、断面形状

などから、布掘の柱列になるものと思われる。 6号溝は、方向が一致することから、攪舌とをは

さんだ東西を一連の溝と考えたが、東側は壁が垂直に近く深いため、別の遺構で、東側が塀B

の東西方向の部分に姑応する可能性もある。 4号柱列については、絵図に対応する記載が無く
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図58の範囲

図57 肯山公造成木写之略図
Fig.57 The picture map called W凸 先滋 IIs/attο  1/aそ貶瘤

W showing the plot pttn Of助
伽 2留

不明とせざるを得ないが、枡形状の施設の北東側には、東西に長い建物が描かれており、それ

に付随する施設かもしれない。確実でない部分も多いが、以上のような対比で、大きな矛盾は

無いものと考えておきたい。

元禄年間の二の九改造以降は、「台所門」西側の南北方向の塀は、南側で「御厩」の北東隅

に取り付いている。北側にも「御蔵」が存在し、その南東隅に塀が取 り付 く (図 49)。 この関

係は、元禄年間以降の状況を描いた絵図では、基本的に変化が無く一貫している。上記の検討

を踏まえれば、元禄年間の改造以前は西寄りに塀が存在し、微妙に位置をずらして建て替えら

れていたのに対して、元禄年間の改造以降は塀の位置が東にずれるとともに、塀が他の建物に

取り付 くため、位置を変えることがほとんどなくなった可能性を考えておきたい。

V期については、塀に姑応する遺構が見つかっていないが、上述のように現代の削平で失わ



れている可能性もあるため、16号柱

列に近い位置に、本来は塀が存在し

たものと考えておきたい。よってⅢ

期・Ⅳ期 ,V期の遺構群は、「台所

門」西側の塀の、裏手にあたる区域

に造られた遺構と考えられる。特に、

ゴミ穴と考えられるⅣ期の15号土

坑・16号土坑などは、ちようど塀の

裏側にあたる所に造られていること

となる。

第 9地点の調査区の中央から東側

には、Ⅳ期には 2号池が、V期 には

1号池が造られる (図 54)。「台所門」

民夢色      冦 ♂ 琢 薄 攪 fd傲伽 麹伽,の
北東か ら、中奥 に力Чすての区域に

he north gate of NヱattnarLI は、大きな池が元禄年間より後の絵

図には全て描かれており、第 9地点で発見された2号池・1号池とそれらに取り付く溝は、こ

の大きな池の南東側にあたると考えられる。第 9地点の調査区に近い、池の南東の縁には、い

ずれの絵図においても、何らかの施設が描かれている。詳細がはっきりするものは少ないが、

水門のように見えなくもない。享和二年図では、この水門のような施設から溝が外側に延びて

いる (図49)。 2号池に付随する3号溝や、 1号池に付随する2号溝は、絵図に見える池につ

ながる可能性が、位置関係から考えられる。よって、 2号池 。1号池は、絵図に見える大きな

池に付随し、水の出入りを調整する役割を考えておきたい。

④ 現地形上での二の丸建物の配置復元

以上の推定を基本として、現状での二の九施設の推定位置を復元したのが、付図 1である。

位置関係は、第 2地点を基準とし、前述のように文化元年図を使用し、 1間 =6尺 3寸に縮尺

したものを使用した。第 9地点では、Ⅳ期の遺構に、16号柱列を加えて記入した。第 5地点で

は、Ⅲb期 とした二の九中奥新段階の遺構群を記入した。ただし、二の九中奥古段階のⅢa期

の遺構群も、基本的な遺構の配置関係は、Ⅲb期 と同じである。この第 5地点でも、中奥北側

の塀よりさらに北側には、道路をはさんで「中奥馬場」や「屏風蔵」などが展開する。この範

囲を描いた絵図としては、享和 2年図と「御修復帳」がある。これらの絵図と検出された遺構

については、細かな数値ではずれる部分もあるが、大きな位置関係は対応することが判明して

いる (年報 7)。 そのため、これらの絵図をもとに、遺構の実寸に合わせて調整して復元して



図59 享和三年之御家作御絵図写の二の丸西端部分
Fig. 59  The west part of州

“
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いる。

二の九北側の堀については、南側の落ち際は、第 5地点の付帯施設部分の調査区の北端で検

出されている (年報 7)。 一方、堀の北側については、第 8地点 (年報 4)と第12地点の調査

において、岸の部分が検出されている。第12地点については未報告であるが、調査の概要と堀

の復元については、既に公表している (須藤ほか1997)。 第12地点で検出された堀を横切る堰

状の施設は、幕末の「安政補正改革仙府絵図」に見える堰と思われる施設であり、この位置関

係を基準に、おおよそではあるが、二の九北側の堀の位置が推定できている。付図 1に は、こ

の堀の位置も入れてある。

第 1地点 (年報 1)では、西側を大きく削った斜面と、その斜面の下に南北方向の溝が発見

されている。絵図では、「因縁殿」の北側に、南北に溝が描かれている。第 1地点の溝は、こ

の絵図に見える溝よりは、東側の位置にあたる。むしろ、絵図に見える溝の東側の、「土手」

とされている部分が、調査区で検出された地山を削り出した斜面に相当するものと考えられる。

第 4地点では、層序関係や出土遺物から時期を限定できないが、3列の掘立柱列が検出され

ており、「台所門」北側の、「御借長屋」に、その位置がほぼ相当する。これらの柱列は、他の

二の九建物群と比べると、5度ほどさらに西に傾いている。文化元年図では、この「御借長屋」
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は、他の二の九建物群と同じ方向で構かれているが、享和二年図などの絵図では、二の九建物

群よりさらに西に傾いて描かれており、検出遺構の方向とほぼ対応する (図 49)。 特に、 3号

柱列は、「御借長屋」の西狽Jの桁行にほぼ位置が対応する。ただし、この 3号柱列は、斜めに

柱が埋め込まれており、建物の柱とするには疑間が残る。そのため、「御借長屋」か、それに

関連する施設と考えておきたい。

第 6地点では、本体調査区でV字状につながると推定される2本の溝が検出されている。元

禄年間より後の絵図では、埋められたため描かれていないので、付図には入れなかったが、

「肯山公造成木写之略図」には、このV字状の溝が描かれている。西側の調査区で検出された

石垣状遺構では、柱穴や礎石などは検出されていないが、大量の板塀瓦が出土していることか

ら、塀の基礎であったものと考えられる。これは、享和二年図などに描かれている、二の九最

西端の塀に対応するものと考えられる (図 59)。

第 7地点については、二の九正門の「詰の問」と大手門の間にあたり、蔵などが置かれてい

た位置にあたる。これについては、狭義の二の九の範囲のタト側にあたることと、すぐ近くを

1992年度に調査しており、それを含めて、あらためて検討することとしたい。

⑤ 二の丸造営の基準方位について
先にも述べたように、二の九期の遺構の方位は、主要な区域から離れる、周辺の区域以外の

調査区では、ほとんどがN-24～25度―Wであり、中でも25度傾くものがほとんどである。し

たがって、二の九期の地割りは、北で25度西偏するものと考えられる。第 5地点で検出された、

元禄年間の二の九大改造以前の、五郎八夕臣の西屋敷と姫死去後の「天麟院様元御屋敷」と呼ば

れた時期の遺構群も、二の九期と同様に25度西偏する。これに対して第 9地点のI期の遺構群、

すなわち二の九造営以前の伊達宗泰の屋敷に関わると考えられる遺構群の方位は、N-30度―

Wである。

このように、慶長年間頃と思われる伊達宗泰の屋敷の造営時には、30度西偏して造営され、

元和 6年の西屋敷の造営では25度 となり、それを踏襲して寛永15年の二の九造営でも25度西偏

した地割りが採用されたということになる。前述のように、『東奥老士夜話』の記載では、宗

泰の屋敷の「広間」が、二の丸の「広間」として使われたとの言い伝えが記されている。この

「広間」とは、二の九の中では最も中心を占め、本九の「大広間」に相当する「小広間Jの こ

とと思われる。第 9地点で検出された遺構の方向が、宗泰の屋敷全体に渡っていたのかどうか

については、現状では不明とせざるを得ない。仮に同じ方向をとっていた場合には、二の九造

営時に、建物の向きを5度程変える必要があったこととなる。『東奥老士夜話』の記載が、事

実を伝えたものかどうかは検討の必要があり、建築部材を利用したことを指している可能性も

含めて検討していく必要があるだろう。
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仰)二の九造営時の地形改変について

二の九造営時の地形改変の様子を検討するために、これまでの調査地点で検出された、二の

九造営時の整地層の厚さを、次に整理してみたい。数値は平均的なところで計測した、おおよ

その値である。また、整地以前に、人工的な遺構が造られている場合は、それを除いた厚さを

概算した。

第 2地点 (開 広ヽ間」周辺)

第 3地点 (「元御書院」周辺)

第10地点 2区 (「御客之間」北側)

第10地点 3区 (「 /1ヽ広間」周辺)

第 5地点 (中奥北端付近)

第 9地点 (「台所門」東側)

このように、二の九の中枢である「小広間」周辺では、二の九造営時の整地層は、検出され

ないか、あっても薄い。二の九のなかでも周辺に近い第 5地点 。第 9地点では、厚いところで

は lmに達する大規模な整地が行われていることと射照的である。「/1ヽ広間」などの中心的な

建物は、もともと標高の高い部分を選んで配置されていたことを示すのであろう。

また、二の九の正門である「詰之門」の東外側にあたる第 7地点 5区では、深さlm以上の

沢を、二の九造営時に埋めていることが判明している (年報 4)。 西側の山側の部分に近い第

1地点の調査区では、 2m以上の高さを、大きく削り落としている (年報 1)。 調査を行った

範囲が限られているため、詳細は不明な点が多いが、もともとの地形は、西から東へ緩やかに

傾斜し、小規模な沢などがそこに入ることによって、凹凸があったものと推定される。二の九

造営時には、山側の高い部分を削り、沢や低い部分を埋めることによって、平坦面を広げる工

事が、大規模に行われていたものと考えられる。

(5)建物の基礎構造について

これまでの二の九跡の調査で検出された建物などの基礎構造を見ると、地点や時期によって

様々な構造が見られる。絵図との対比などで、建物の性格がある程度判明しているものを中心

に、これらを整理してみると、次のようになる。

礎石

第 2地点礎石建物 : 小広間周辺の建物

第 5地点本体区 Ia期 6・ 7号建物弥 : 西屋敷の建物群

第 5地点 5区 8・ 9号建物跡  : 屏風蔵

掘立柱

20cm

なし

20cm

なし

30～ 100cm

30～ 100cm
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第 5地点本体区皿期 4～ 15。 18号柱列、 3号建物跡  : 塀・腰掛
第 9地点Ⅲ期 4～ 15号柱列・Ⅳ期 ?16号柱列 : 塀

第10地点 2区 ピット2 : 廊下 ?

石垣状の基礎

第 6地点西区石垣状遺構  : 二の九最西端の塀

掘立柱には、ただ柱穴を掘るだけのもの、柱穴の底面に石を埋め込み、その石の上に柱を立

てるもの、布掘の底面に柱を据える石を埋め込むものがある。一連の柱列でも、柱穴によって、

石を入れるものと入れないものが混在する場合もあり、地盤の状況などで使い分けられたので

あろう。

特殊なものとしては、第 5地点で検出された、中奥北側の門跡 2がある (年報 6)。 柱掘り

方の底面に、円礫を一面に詰め込み根固めとし、その上の礎石に柱を立てるが、礎石は地表に

出ず、地中に埋め込まれている。この門を造り替えた門跡 1は、地中に埋めた梁の両端にほぞ

穴を開け、その穴に本柱を差し込んで立てた簡素な構造である。また、第 6地点で検出された

石垣状の塀の基礎は、この場所が二の九西端の、丘陵にかかる部分にあたり、斜面に塀が造ら

れていることと関係するものであろう。

このような特殊なものを除くと、上屋構造の加重が軽いと想定されるもの、あるいは建て替

えの頻度が高いと思われる施設ほど、簡素な基礎構造となっていると言える。時期別に見ると、

礎石建物と通常の掘立柱建物は、17世紀前半から幕末まで存在しており、構造の違いは、時期

による変化と言うよりは、建物の性格によって使い分けられていたと考えた方が良いであろう。

今後の検証が必要ではあるが、建物の性格を検討する際の、一つの目安にはなるだろう。

(6)小結

検出遺構と絵図との対比、現況での二の九建物群の位置推定について、年報 7で検討した結

論に沿って、今回、第 9地点・第10地点を検討した。

二の丸造営以前では、二の九以前に置かれていた伊達宗泰の屋敷の北端から、宗泰の屋敷の

北側に置かれた五郎人姫の西屋敷との境付近に第 9地点の調査区が対比できる。また、周辺の

調査区を合めて、二の九造営以前の遺構が、 3時期に細分されることが明らかとなった。

二の九期の遺構では、第 9地点は二の九裏門である「台所門」の西側に南北にのびる塀から、

さらにその西側の区域にあたると考えられた。第10地点 2区は「御客之間」の北側の、「御奉

公衆御留置所」の前の 2本の廊下にはさまれた区域に相当すると考えられた。以上の検討を基

礎として、これまでの二の九跡の調査地点で検出された遺構の検討を行い、現状での二の九建

物群の位置推定を行った。これらの絵図との対比において、大きく矛盾する部分は無く、細部
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の調整はなお必要であるが、大筋では付図 1に示したような汁比を考えて、大過無いものと思

われる。今後解決しなければならない問題も多く残されているが、二の九の諸施設の位置関係

を、ほぼ推定できるようになったことを、1983年以降の二の九跡の考古学的調査の今日的到達

点としておきたい。
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